
　　　　市道路線の認定及び廃止について

　道路法第８条及び第１０条第１項の規定により、次のとおり市道路線を認定

及び廃止する。

　　　　　令和３年 ５ 月３１日提出

　　川崎市長　　福　田　　紀　彦

１　認定

整理 図面

番号 番号

小 倉 幸　区 小倉４丁目 ８１６番 １３２先

第 ２ ２ １ 号 線 幸　区 小倉４丁目 ８１６番 １３８先

久 地 高津区 久地１丁目 ４６８番 １６先

第 １ ５ ０ 号 線 高津区 久地１丁目 ４６８番 ２３先

有 馬 宮前区 有馬９丁目 １１番 １１先

第 ３ ３ ８ 号 線 宮前区 有馬９丁目 １７番 １先

生 田 多摩区 生田４丁目 １８９１番 １３先

第 ２ ７ ５ 号 線 多摩区 生田４丁目 １８６０番 ４先

生 田 多摩区 生田４丁目 １８９１番 ３０先

第 ２ ７ ６ 号 線 多摩区 生田４丁目 １８９１番 ２９先

宿 河 原 多摩区 宿河原５丁目 ２０５２番 １先

第 ２ ９ ７ 号 線 多摩区 宿河原４丁目 ２０３６番 ４先

宿 河 原 多摩区 宿河原５丁目 ２０６８番 ７２先

第 ２ ９ ８ 号 線 多摩区 宿河原５丁目 ２０６８番 ８９先

登 戸 多摩区 登戸 ７９９番 ３先

第 ３ ６ ０ 号 線 多摩区 登戸 ７９９番 １１先

東 生 田 多摩区 東生田３丁目 ９３３９番 ８先

第 １ ０ ８ 号 線 多摩区 東生田３丁目 ９３３７番 １５先
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１１

市道路線の認定及び廃止について

　道路法第８条及び第１０条第１項の規定により、次のとおり市道路線を認定

及び廃止する。

１　認定

議案第１０９号

令和３年 ５ 月３１日提出

   川崎市長 福　田　紀　彦



東 生 田 多摩区 東生田４丁目 ９４２２番 １先

第 １ ０ ９ 号 線 多摩区 東生田４丁目 ９４１７番 １８先

細 山 麻生区 細山８丁目 ５９９番 １先

第 ２ ９ ６ 号 線 麻生区 細山８丁目 ５９９番 １５先

２　廃止

整理 図面

番号 番号

木 月 中原区 木月３丁目 ９３０番 １先

第 ６ ２ 号 線 中原区 木月３丁目 ９２９番 ２先
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２２ １１

東 生 田 多摩区 東生田４丁目 ９４２２番 １先

第 １ ０ ９ 号 線 多摩区 東生田４丁目 ９４１７番 １８先

細 山 麻生区 細山８丁目 ５９９番 １先

第 ２ ９ ６ 号 線 麻生区 細山８丁目 ５９９番 １５先

２　廃止

整理 図面

番号 番号

木 月 中原区 木月３丁目 ９３０番 １先

第 ６ ２ 号 線 中原区 木月３丁目 ９２９番 ２先

路線名

９

２１ １０

２０

起 点

終 点

２２ １１

２　廃止



認 定 理 由 

図面番号① 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（幸区小倉４丁目地内）               整理番号１１ 
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認 定 理 由 

図面番号② 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（高津区久地１丁目地内）              整理番号１２ 
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認 定 理 由 

図面番号③ 

 本箇所は、一般交通に必要なので、これを市道として認定したい。 

 

 

見取図（宮前区有馬９丁目地内）              整理番号１３ 

 

認 定 理 由 

図面番号② 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（高津区久地１丁目地内）              整理番号１２ 
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認 定 理 由 

図面番号④ 

 本箇所は、測量助成適用団地内の道路で、一般交通に必要なので、これを市

道として認定したい。 

 

見取図（多摩区生田４丁目地内）           整理番号１４、１５ 
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認 定 理 由 

図面番号⑤ 

 本箇所は、一般交通に必要なので、これを市道として認定したい。 

 

 

見取図（多摩区宿河原５丁目地内）             整理番号１６ 

 

認 定 理 由 

図面番号④ 

 本箇所は、測量助成適用団地内の道路で、一般交通に必要なので、これを市

道として認定したい。 

 

見取図（多摩区生田４丁目地内）           整理番号１４、１５ 
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認 定 理 由 

図面番号⑥ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（多摩区宿河原５丁目地内）             整理番号１７ 
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認 定 理 由 

図面番号⑦ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（多摩区登戸地内）                 整理番号１８ 

 

認 定 理 由 

図面番号⑥ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（多摩区宿河原５丁目地内）             整理番号１７ 
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認 定 理 由 

図面番号⑧ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（多摩区東生田３丁目地内）             整理番号１９ 
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認 定 理 由 

図面番号⑨ 

 本箇所は、道路敷地が本市に寄附され、一般交通に必要なので、これを市道

として認定したい。 

 

見取図（多摩区東生田４丁目地内）             整理番号２０ 

 

認 定 理 由 

図面番号⑧ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（多摩区東生田３丁目地内）             整理番号１９ 
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認 定 理 由 

図面番号⑩ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（麻生区細山８丁目地内）              整理番号２１ 
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廃 止 理 由 

図面番号⑪ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

 

見取図（中原区木月３丁目地内）              整理番号２２ 

 

認 定 理 由 

図面番号⑩ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（麻生区細山８丁目地内）              整理番号２１ 
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